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【発表概要】 

近年、タイ特許調査の需要の高まりから、タイ特許を収録しているデータベースも増

えているが、各々のデータベースでは収録期間や収録率など、収録状況にかなりの差

異があることが判明している。本報告では、具体的に、公報番号・要約・ＩＰＣ・優先国

及びファミリーといったあらゆる角度から収録状況について統計をとり、商用データベ

ースの特徴を明らかにすると共に、タイ特許調査においてデータベースを利用する際

の留意点を踏まえた上で、有効な調査方法について提言する。 
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1．はじめに 

近年、日本企業におけるタイの重要

性は、急速に高まってきている。特に経

済面においては、タイから見て日本は貿

易額、投資額、援助額ともに第一位であ

るとおり、非常に緊密な関係にある。日

本にとってもタイは東南アジア地域にお

ける重要な生産拠点かつ市場であり、そ

れに伴い、タイにおける知的財産の活用

に関する情報に対する重要度も増してき

ている。 

一方タイにおける知財動向に注目す

ると、2009 年 PCT に 142 番目に加盟し、

特許の国際社会の表舞台に立ったが、

タイにおける知的財産の環境は大いに

発展の余地があり、その情報量は日々

増加している。 

このような背景から、タイ特許調査の

需要も高まっており、タイ特許を収録

しているデータベースも増えている

が、各々のデータベースでは収録期間

や収録率など、収録状況にかなりの差

異がある。 

これらを踏まえ、本報告では、タイ

の特許情報を収録する各特許データ

ベースにおけるタイ特許の収録状況

を明らかにする事で、タイの特許調査

をする上での有効な調査方法につい

て提言する。 

 

２．検討内容  

タイ特許庁（以下、DIP）データベース

及び日本国内で使用可能な 5 つの商用

データベース（本抄録ではそれぞれ、A、

B、C、D、E データベースと略し、A デー

タベース～E データベースをまとめて、

「各データベース」とする）を使用した。 

2-1 公報番号収録状況 

 DIP タイ語データベース（以下、

DIP(TH)）に収録されている特許情報の

うち、どのくらいの案件数がデータベー

スに収録されているか確認するため、

DIP(TH)と DIP 英語データベース（以下、

DIP(EN)）および各データベースについ

て、公開番号及び登録番号の照合を行

った。これは、要約を含む書誌事項を全

てエクセルに転記して、公報番号を照合

するという手法を使った。 

また、照合するにあたって、各データ

ベースの特徴及びそれに伴う集計条件

を以下に述べる。 

[A データベース] 

・新体系出願番号が付与されていないた

め公開番号による照合 

・収録情報から特許・意匠の識別不可 

・下記の 2 条件を満たす場合に集計対

象とする 

1.公開特許番号が DIP(TH)に存在する

こと 

2.出願日が DIP(TH)情報と一致すること 

[B データベース] 

・公報番号による照合 

・下記のいずれかの条件を満たす場合

に集計対象とする 

1.新体系出願番号が DIP(TH)情報と一

致するもの 

2.出願日が DIP(TH)情報と一致するもの 

3.発行日が DIP(TH)情報と一致するもの 

[C データベース] 

・新体系出願番号が付与されていないた

め公開番号による照合 

・公開番号が DIP(TH)に存在すること 

・出願日・公開日の異なるものも集計対

象 

[D データベース] 

・公開番号による照合が基本 

・公開番号が DIP(TH)に存在すること 

・出願日・公開日の異なるものも集計対

象 

[E データベース] 

・新体系出願番号がサポートされており、

出願番号による照合 

・下記の 3 条件を満たす場合に集計対

象とする 
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1.出願番号が DIP(TH)に存在すること 

2.出願日が DIP(TH)情報と一致すること 

3.公開番号・登録番号の少なくとも一方

が DIP(TH)情報と一致すること 

 

2-2 公開特許の要約収録状況 

各データベースに要約が収録されて

いるか否かについて確認した。 

 
2-3 IPC 付与状況 

各データベースにおいて付与された

IPC の個数を公報ごとにカウントし、付与

状況を確認した。 

 

2-4 商用データベースにおける優先国

及びファミリー収録状況 

商用データベースでは、ファミリー特

許の存在が当該案件の情報に大きく影

響することが考えられる。DIP(TH)では、

優先情報の取得が難しく、ファミリー特許

の外国出願状況が確認できない。そこで、

各データベースの優先国情報およびフ

ァミリー発行国情報について調べた。 

 

３．検討結果 

3-1 公報番号収録状況 

図１に公開番号照合結果を示す。デ

ータベース毎に収録率が異なる結果とな

った。DIP(EN)および A データベースで

は古い案件の収録率は高いが近年の案

件は収録されていない。一方 B データベ

ース、Cデータベースは古い案件は収録

さ れ て い な い が 近 年 の 案 件 は ほ ぼ

100％収録されている。図２に登録番号

照合結果を示す。B データベース、C デ

ータベースのように登録情報が収録され

ていないデータベースがあった。 

商用データベースには収録時期等の

特徴があり、１つの商用データベースを

頼りに特許調査をすることに難があること

が判明した。 

 
図１ 公開番号収録状況（DIP(TH)に収録され

た公開番号と照合できた件数比） 

 

 
図２ 登録番号収録状況（DIP(TH)に収録され

た登録番号と照合できた件数比） 

 

3-2 公開特許の要約収録状況 

各データベースにおける要約の収録

状況について確認した結果を図３に示

す。DIP(TH)は、近年の案件の収録率は

低いが、2013 年 3 月および 6 月に再調

査した結果、要約の収録率が改善され

ていることが判明した。よって、今後、要

約の収録が充実することが期待できる。

また、各商用データベースの要約は、B

データベースのように、タイ特許情報に

基づくものではなく、ファミリー特許の要

約の存在が収録率に大きく影響していて

いるデータベースもある。 

 
図３ 公開特許の要約収録状況（2013 年 6 月） 
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3-3 IPC 付与状況 

DIP(TH)の IPC 付与個数について図４

に示す。IPC が付与されていない案件が

無いこと、付与個数が２個以上ある案件

が存在することは、DIP(TH)の特徴であ

る。 

なお、各商用データベースで IPC 検

索をした場合、ファミリー特許の IPC の存

在が検索結果に大きく影響し、ファミリー

特許の IPC を取り込んでいるデータベー

スでは当然、検索数が多くなる結果とな

る。また、IPC のみで検索した場合、タイ

のみ出願された案件について、取りこぼ

しの危険性を孕んだ検索結果になると考

えられる。 

商用データベースの IPC 付与状況に

ついては、3-1、3-2 同様、データベース

毎に特徴があることが明らかとなった。例

えば、D データベースは DIP タイ語デー

タベースよりも付与数が少ない一方で、E

データベースはファミリーの IPC 付与も

反映されるため付与数が多い。 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1980
1984

1988
199

2
1996

2000 2004
2008

2012

発行年

公
開

特
許

数
（
件

）

0個

1個

2個

3個

4個

5個以上

 
図４  DIP(TH)公開 IPC 個数 

 

3-4 商用データベースにおける優先国 

及びファミリー収録状況 

商用データベースでは、ファミリー特

許の存在が当該案件の情報に大きく影

響していることが判明した。DIP(TH)では、

優先権関連情報の取得が難しく、ファミリ

ー特許の外国出願状況が確認できない。

各データベースでは独自にファミリー特

許の存在を調査し、関連付けているもの

と推測する。 

 

（1） 優先国収録状況 

公開特許において各データベースの

優先国情報の有無を図５に示す。この優

先国がタイ以外の場合を図６に示す。E

データベースの優先権情報は、ほとんど

がタイ国内特許のものであり、他の欧米

日本特許等国外優先国の収録が非常

に少ない。これにより、タイ特許の基礎出

願を調べるために E データベースを使用

することは困難であることがわかる。一方、

BデータベースやCデータベースについ

ては、優先国がタイ以外の公開特許の

収録率が、近年において 80～90％であ

ることから、国外優先権情報の収録が優

れており、タイ国以外の基礎出願と紐づ

けた調査に有用であることがわかる。た

だし、調査の際には、優先権情報が収

録されていないデータが存在すること、

収録されていても優先国と優先日しか記

載されていない等の不備があること、

DOCDB との整合性の有無など、不確実

な要素が多くあることについては、留意

する必要がある。 
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図５ 公開特許の優先国収録状況 
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国）の収録状況 
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（2） ファミリー収録状況 

公開特許において、各商用データベ

ースのファミリー情報の有無を図７に示

す。 

B データベースは、2000 年以降の収

録が充実しており、かつ、DIP データベ

ースでは認識できなかったファミリー情

報により特許情報が充実していることが

予見できる。 
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図７ 公開特許の国外ファミリー収録状況 

 

４． まとめ 

DIP データベース及び日本国内で使

用可能な５つの商用データベースを使

用し、公報番号、登録番号を軸に、各デ

ータベースの収録状況を確認した。各デ

ータベースの比較検証を通じて、①タイ

特許の収録率が各データベースで異な

る。②要約の収録率や IPC の付与個数

も各データベースで異なり、また、タイ出

願でなく、ファミリー由来の場合もある。

③優先国やファミリーの収録状況もデー

タベースによって異なる。ということが明

らかとなった。 

タイ特許については、各商用データベ

ースに要約や IPC が未収録の場合や、

収録が充実していない場合があるといえ

る。ひとつの商用データベースに頼った

タイ国特許調査では、検索漏れが生じる

ため、各データベースの収録状況を鑑

み、DIP データベースを活用した特許調

査を行うと共に、複数の商用データベー

スを併用する必要がある。尚、DIP デー

タベース自体も、他の新興国同様、完全

には収録されておらず、収録漏れも確認

されているため、複数のデータベースに

より補完する必要性は明らかだ。 

また、タイ一国のみの出願についての

調査手法は、上記のようなデータベース

の併用では十分でない。優先国やファミ

リーによって紐付けが可能な特許につい

ては、複数のデータベースの併用により

補完することができるが、タイ一国出願

については、優先国やファミリー由来の

データベースが使用できないため、情報

源が少ないからである。これらの特許に

ついては、商用データベースが得意とす

る IPC による検索や、要約の確認が困難

であるため、DIP データベースを主に活

用しながら、機械翻訳等で、内容まで踏

み込んだ閲覧が必要である。 

このように、タイ特許調査については、

調査の種類や、調査対象の年代によっ

てデータベースを適宜選択することが重

要であり、複数のデータベースを利用で

きない状況であったとしても、利用してい

るデータベースでどの範囲が網羅できて

いるのか把握することが重要である。 

 

５．おわりに 

 本稿では、抄録の段階では各データ

ベース名を伏せているが、発表では各

データベース名を公表させていただく予

定である。尚、本報告はアジア特許情報

研究会の 2013 年度の活動成果である。 
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